
調査票の変更案について

(２) その他（①サービス関連産業Bとサービス関連産業Cの調査票の統合）

７

（変更案）
次回調査では旧特定サービス産業実態調査項目を
廃止する予定であるため、サービスBとサービスC
の調査票を統合。

該当する調査票の「□」欄に「■」でプレプリン
トすることでBとCを判別し、分類表を配り分ける。
⇒試験調査において審査事務等の観点から検証



調査票の変更案について

(２) その他（② 「この場所での事業所の開設時期」欄の変更）

８

（変更案）
過去２回の調査分（平成28年、令和３年）を各年
単位とする。（本調査では「令和７年」、「令和
８年」の選択肢を追加）



調査票の変更案について

(２) その他（「事業の業態」、「管理・補助的業務か否か」欄の追加）

９

（変更案）
産業格付事務の円滑化のため、
・「（３） 事業の業態」欄を追加
・「（４） 管理・補助的業務か否か」欄を追加

※（４）については、事業所票すべてに措置



調査票の変更案について

(２) その他（② 「店舗形態」欄に｢均一価格店｣の項目を追加）
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（変更案）
◆日本標準産業分類の改訂で新設された分類
「均一価格店」を正確に把握するために、
「店舗形態」欄に｢均一価格店｣の項目を追加

（参考）均一価格店の定義

均一価格店等と称され、各種商品を扱う設備を備え、主として食器や文具等の家庭用品を取り扱い、加工食品等も含めた

各種最寄り品を均一価格を基本に小売する業態の事業所をいう（出所：日本標準産業分類 令和５年６月改定より）



→現行では上記の格付け方法に基づいて、「均一価格店」と思われる個店の多くは、多い順に
以下のとおり格付けられている。

調査票の変更案について
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（参考）現在の均一価格店の調査状況

・どの事業所（個店）がどの産業分類に格付けされるかは、調査票上の｢品目別販売額｣ 、｢セル
フの有無｣ 、｢売場面積｣ 、｢営業時間｣ 、｢店舗形態｣等の記入値をみて判断

・現在の格付け方法は、主に｢品目別販売額｣の多寡によって産業分類を格付けている。

１． 5793_洋品雑貨・小間物小売業
２． 6099_他に分類されないその他の小売業
３． 6091_ホームセンター （注）
４． 6021_金物小売業
５． 6022_荒物小売業
６． 5893_飲料小売業

（注）ホームセンターとは
家庭用品、園芸用品、電気機械器具、家具・収納用品、建築材料などの住関連商品を総合的、系統的に品揃えし、セルフサービス方式によ
り小売りする事業所で、「金物」、「荒物」、「苗・種子」のいずれかを扱っている事業所（R3センサス‐活動調査 記入の手引きより）

○現行の格付け方法の課題

上記のような「品目別販売額」の多寡を基本とする格付け方法では、同じ均一価格店である
にもかかわらず、産業がバラバラに格付けられてしまう


